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【手続補正書】
【提出日】平成28年7月12日(2016.7.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物に対して光を出射する発光部と、
　前記対象物からの光を受光する受光部と、
　少なくとも前記受光部の一部を遮光する遮光用部材と、
　を含み、
　前記遮光用部材は、
　前記発光部と前記受光部との間に設けられる遮光壁を有し、
　前記遮光壁は、前記遮光用部材の第１の金属面が設けられていることを特徴とする光検
出ユニット。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記遮光用部材は、
　前記第１の金属面に交差する方向に沿って設けられる第２の金属面及び第３の金属面を
有し、
　前記第１の金属面の第１の端面は、前記第１の金属面を前記発光部側から見た正面視に
おいて、前記第２の金属面の端面よりも、一方側に突出し、
　前記第１の金属面の前記第１の端面に対向する第２の端面は、前記正面視において、前
記第３の金属面の端面よりも、前記一方とは異なる他方側に突出していることを特徴とす
る光検出ユニット。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記第１の金属面と前記第２の金属面とは第１の隙間領域を介して隣接して設けられ、
前記第１の金属面と前記第３の金属面とは第２の隙間領域を介して隣接して設けられるこ
とを特徴とする光検出ユニット。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記遮光用部材は、
　前記第１の金属面に交差する方向に沿って設けられる第４の金属面を有し、
　前記第４の金属面には、前記対象物と前記受光部の間の光路において前記対象物からの
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光を絞る絞り部が形成されていることを特徴とする光検出ユニット。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかにおいて、
　前記発光部と前記受光部の間の距離をＬＤとした場合に、０．３ｍｍ＜ＬＤ＜３ｍｍで
あることを特徴とする光検出ユニット。
【請求項６】
　請求項５において、
　０．３ｍｍ＜ＬＤ＜２．５ｍｍであることを特徴とする光検出ユニット。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれかにおいて、
　前記発光部、前記受光部及び遮光用部材が実装される基板を有し、
　前記遮光用部材は、
　前記遮光用部材を前記基板に固定するために前記基板の穴部に係止される第１、第２の
突起部を有し、
　前記第１、第２の突起部は、前記遮光用部材の中心線に対して非線対称な位置に設けら
れていることを特徴とする光検出ユニット。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれかに記載の光検出ユニットを含むことを特徴とする生体情報検
出装置。
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